
・発生土の処理場が記載されていますが、変更は可能
でしょうか？

　建設発生土の搬出先の変更は可能です。ただし、処
分先の都合により、受け入れが不可能となった場合
は、受注者との協議対象といたしますが、受注者都合
による搬出先の変更は、設計変更の対象としません。

工 事 名：浜黒崎地区配水管切り回し(第１工区)工事

質問 回答
・設計書にφ250K形接合部材(特殊押輪)35組とありま
すがφ250K形管帽の分が計上されていないとおもい
ます。メカニカル継手工も同様、またφ250既設管切断
工2口とありますが4口ではないでしょうか、設計変更の
対象となりますか。

Φ250Ｋ形管帽の特殊押輪、接合部品、メカニカル継
手工については、内訳書7項１号の2のΦ250管帽に含
めて計上してあります。Φ250既設管切断工に関して
は、一部関連工事にて切断し、撤去することとなってい
る為、2口としておりますが、現場状況に差異が生じた
場合は、設計変更の対象とし、受注後に受注者と協議
します。

・NO.1詳細図の断面図に暗渠の下部は、2.5ｍまで掘
削し、ＲＣ－４０で埋戻しを行うこととありますが土工は
計上されていますか、設計変更の協議対象となります
か。

暗渠部2.5ｍまで埋め戻す土工は、内訳書15項の第3
号の2に計上してありますので、設計変更の対象となり
ません。

・掘削発生土の仮置きは計上されていますか？また発
生土の状況等で仮置きが必要な場合は、設計変更の
協議対象となりますか？

本工事の管路土工については、土砂を山積0.45ⅿ3の
バックホウにより、掘削積込みし、10ｔダンプトラックに
て処分地へ直接搬出することとしている為、発生土の
仮置きを設計計上しておりませんが、現場状況に変化
が生じ、発生土を仮置きする必要がある場合は、受注
者と協議いたします。


